
第４分科会 研究課題「組織・運営に関する課題」 

研究主題 働きやすい職場環境をつくるための組織・運営について 

宮崎支会 

        

１ 主題設定の理由 

この２年ほど、新型コロナウイルス感染

防止のための対応が求められ、教育活動の

変更やそれに対応する教員の負担を増やす

ことになっている。また、保護者からの不

安の訴えや学校の対応への意見等に、管理

職としても難しい対応を迫られることも幾

度かあった。このような状況の中、２つの

ことが新たに学校に導入されようとしてい

る。１つは、今年度から県内に導入された

校務支援システム（Ｃ４th）である。教員

が日々扱う情報を一元管理することが可能

なこのシステムについて、宮崎市では本年

度４月から運用が開始された。また、もう

１つは、令和５年度から宮崎市内すべての

小中学校で導入予定のコミュニティ・スク

ールである。このような大きな変化が始ま

りつつある中、折からの働き方改革の波と

共に、学校も持続可能な業務への取組方が

必要になってきている。校務を整理する教

頭として、このような状況にどう対応する

べきか。課題となるものは何かということ

について明らかにすべきと考え、本主題を

設定した。 

 

２ 校務支援システムについて 

（１）組織としての課題 

○ 校務支援システムを利用すること

で、情報共有がしやすくなった。しか

し、校務支援システムの活用を担当す

る係を組織として位置付けているか

というにことに対しては、特に設けら

れてはいない。係を設けるとシステム

を活用することが目的になり、校務を

支援し負担を減らすという本来の目

的が達せられないのではないかとい

う懸念がある。 

○ 校務支援システムを日常的に扱う

ことが多いのは、教頭、教務主任、養

護教諭と考えられる。システムの活用

が期待される領域が多岐にわたるの

で、担当はどの分掌部が適しているの

か、新しく設定することが必要なのか

ということについても議論を進めて

いく必要がある。 

（２）運営上の課題 

○ 導入から９か月余りとなり、校務支

援システムを活用することがある程

度定着してきている。しかし、校務支

援システムへ毎日ログインしない職

員がいることも事実で、活用の意識を

変えることが必要である。反面、今後

採用される職員にとっては、採用時か

らこのシステムを使うので、導入され

た今年度より、年々スムーズに使用す

る教職員は増えていくのであろうと

期待することもできる。 

○ 校務支援システムとメールの２つ

をチェックすることは手間がかかる

ので改善できないかという意見が、宮

崎市教頭会でも聴かれた。文書に関す

る規定があることや校務支援システ

ムを採用していない課からの連絡を

受けることもあり、現在のところは止

むを得ないと理解している。 

○ 紙を使わずに全職員への情報伝達

がスムーズにできる点は利点として

挙げられる。しかし、伝達が一方通行

になるので、システムを利用すると共

に、必要に応じては口頭で個別に伝え

ることも必要であり、教頭としては気

を配らなければならない部分である。 

○ 印刷すると枚数が多くなるデータ

はシステムを使う方が簡易であり、保

存に関しても場所を取らない。しかし、

相変わらず職員室は紙があふれてい



る。多くの職員が活用することで職場

のペーパーレス化がすすめられると

思われる。 

（３）まとめ 

○ 校務支援システムを活用した文書

処理を行うことで業務の軽減・時短に

つながるのは間違いなく、システムの

良さを生かしながらも頼り切るので

はなく、上手な運用をすることが教頭

として求められている。 

○ まだ、導入されて１年もたっていな

いこともあり、一部の職員にとっては

システムを利用することが負担にな

っている状況もある。組織としてシス

テムの活用や処理に全員が協力しな

いと担当者は余計に負担増となる。全

員にシステムの活用を促すために教

頭は積極的に校務支援システムを利

用し、習熟していないものに対しては

個別にアドバイスをする必要がある。 

○ 校務支援システムの活用を更に進

めていくためには、活用についての申

合せ事項の検討が必要になってくる

と思われる。例えば、学校に送信され

てくる訃報やスーパーティーチャー

の授業公開の参加希望について、効率

的に周知したり、希望者を集約したり

するために校務支援システムを活用

することができないか、また、活用す

るとしたら留意すべき点はどのよう

なことか。この辺りを整備していくこ

とが課題である。 

 

３ コミュニティ・スクールについて 

（１）組織としての課題 

○ 本班の６校のうち既にコミュニテ

ィ・スクールとしての運営がなされて

いるのは生目中学校だけである。他は、

令和４年度または５年度より導入を

予定しているが、組織づくりについて

は次のようなことが課題として挙げ

られている。 

・ いつ頃から、どのようにして組織

づくりを行っていくのか。 

・ 学校運営協議会の運営委員になっ

てくれる人がいるか心配である。 

・ 中学校区型のコミュニティ・スク

ール導入予定であるが、なかなか始

動しない。 

（２）運営上の課題 

○ 学校運営協議会と学校関係者評価

委員会との違いを明確にし、地域と学

校が共通目標をどう掲げてどう焦点

化していくのかを視点に運営してい

かなければならない。 

○ コミュニティ・スクールを導入した

ことにより教員の負担増とならない

よう、教頭が配慮しなければならない。 

○ 時間外の会が設定され、負担が増え

ることが懸念される。 

 

（３）まとめ 

○ コミュニティ・スクールを導入した

ことにより教員の負担増が懸念され

る。休業日や時間外の活動も予想され、

地域行事等への教職員の参加の在り

方については慎重に検討する必要が

ある。 

○ 中学校区型のコミュニティ・スクー

ル導入となれば、小中９か年を見通し

て児童生徒を育てるという教職員の

意識向上及び教育課程の大規模な見

直しが不可欠であるが、大変な作業と

なるため教職員の負担が増えること

が懸念される。 

○ コミュニティ・スクールの導入によ

り、児童生徒の健全な育成について地

域の代表者と協議し、地域の支援や協

力を得ながら同じ目標に向かって学

校運営を行うことが期待できる。 

 


